
上田市人材不足対策投資促進事業補助金交付要綱 

令和７年７月４日 

告示第１９１号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内の中堅・中小企業者が人材不足を補うために行う省力化若しく 

は効率化に資する設備投資又は職場の魅力を高める環境整備に要する経費に対し、予算 

の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則（平成１８年規則第４６号。 

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

⑴ 中堅・中小企業者 常時使用する従業員の数が２，０００人以下の法人又は個人等 

をいう。 

⑵ 事業所 人及び設備を有して継続的に事業活動がなされている場所をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する中堅・中小企業者とする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。 

⑴ 市税を滞納している者 

⑵ 上田市暴力団排除条例（平成２４年条例第６号）第２条に規定する暴力団又は暴力 

団員及びそれらと取引を行っている者 

⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号） 

第２条に規定する営業を行っている者 

⑷ その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者 

（対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業、経費、要件及び補助率等は、次のとおりとする。 

対象事業 対象経費 要件 補助率等 

省力化・効

率化投資支

援事業 

市内の事業所に設置

する機械装置、器具備

品、工具又はＩＣＴ業

務システム等の設備の

新規導入、更新又は改

修に要する経費。ただ

し、既存設備の撤去費

及び導入後の設備利用

に係る維持費を除く。 

次に掲げる要件を全て

満たすこと。 

⑴ 生産の用に供する

ものであること。 

⑵ 設備投資により、

直近の事業年度比で

労働生産性が３年後

に９％以上向上する

見込みであること。 

⑶ リースによる導入

でないこと。 

２分の１以内。た

だし、３５０万円

（設備の更新であ

って、エネルギー

効率が既存設備と

比較して年間１

０％以上向上する

ことが見込まれる

場合にあっては、

４００万円）を限

度とする。 



 

 

市内の事業所に設置

する再生可能エネルギ

ー発電システムの新規

導入に要する経費 

次に掲げる要件を全て

満たすこと。 

⑴ 事業所の建物等の

屋上又は屋根に設置

するものであるこ

と。 

⑵ リースによる導入

でないこと。 

職場環境整

備改善支援

事業 

市内の事業所の施設

（休憩室、食堂、福利

厚生施設その他生産の

用に供さない部分に限

る。）の整備又は改修

に要する経費。ただ

し、建物等に定着され

ないものに係る費用を

除く。 

次に掲げる要件を全て

満たすこと。 

⑴ 事業費が５０万円

以上であること。 

⑵ 職場の魅力向上に

資するものであるこ

と。 

⑶ 主に従業員が利用

するものであるこ

と。 

２分の１以内。

ただし、１００万

円を限度とする。 

２ 前項に規定する対象経費の算定に当たっては、当該補助事業に要する経費から次の各 

号に掲げる収入又は支出額を控除するものとする。 

⑴ 国、県その他の団体（以下「国等」という。）からの補助金を受ける場合における 

当該補助金の額 

⑵ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する消費税額及び地方消費税額 

⑶ 支払いに係る振込手数料 

３ 第１項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、 

その端数を切り捨てるものとする。 

４ 補助金の交付回数は、同一年度内において、対象事業ごとに１回限りとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第３条に規定する補助金等交付申請書 

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 見積書等の補助事業に係る経費及びその内訳が分かる書類の写し 

⑵ カタログ、仕様書その他導入する設備の仕様が確認できる書類 

⑶ 国等からの補助金交付決定通知書の写し（国等からの補助金の交付を受ける場合に 

限る。） 

⑷ 登記事項証明書（個人等の場合は、開業届又はそれに類するものの写し） 



 

 

⑸ 納税証明書、完納証明書又は納税状況調査同意書 

⑹ 直近の決算書又は確定申告書の写し 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

（変更申請等） 

第６条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止し 

ようとするときは、補助金等変更申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ 

ればならない。 

⑴ 見積書等の補助事業に係る経費及びその内訳が分かる書類の写し 

⑵ カタログ、仕様書その他導入する設備の仕様が確認できる書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、交付決定日の属す 

る年度の２月末日までに、規則第１２条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる 

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 契約関係を示す書類（工事請負契約書、売買契約書又は発注書等）の写し 

⑵ 事業の実施が確認できる書類（機器の納品書又は受領書等）の写し 

⑶ 工事実施の状況が分かる施工前、施工中及び施工後の状態を撮影した写真 

⑷ 経費の支払を確認できる書類（請求書及び領収書、振込票等）の写し 

⑸ 国等からの補助金確定通知書の写し（国等からの補助金の交付を受けた場合に 

限る。） 

⑹ 電力会社との電力受給契約書の写し（再生可能エネルギー発電システム導入の場合 

に限る。） 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年７月４日から施行する。 

（上田市生産性向上等投資促進事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 上田市生産性向上等投資促進事業補助金交付要綱（令和４年告示第１２４号。次項に 

おいて「廃止告示」という。）は、廃止する。 

（廃止告示の経過措置） 

３ この告示の施行の日の前日までに廃止告示の規定に基づき交付決定を受けた補助金の 

取扱いについては、なお従前の例による。 

 

 


